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令和４年10月25日付け新潟県人事委員会規則第６-1880号（職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正

する規則） 

９ページの 

「 ２ 前項の申出（以下この条において「特例申出」

という｡)は、当該特例申出に係る者が条例第13第

４項に規定する事業を開始した日又は当該事業に

専念し始めた日の翌日から起算して、２箇月以内

にしなければならない。ただし、天災その他申出

をしなかつたことについてやむを得ない理由があ

るときは、この限りでない。 

 

」 

は 

「 ２ 前項の申出（以下この条において「特例申出」

という｡)は、当該特例申出に係る者が条例第13条

第４項に規定する事業を開始した日又は当該事業

に専念し始めた日の翌日から起算して、２箇月以

内にしなければならない。ただし、天災その他申

出をしなかつたことについてやむを得ない理由が

あるときは、この限りでない。 

 

」 

の誤り。 


